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議
案
第
盲
七
号

三
朝
町
永
道
事
業
の
設
置
等
に
衡
す
る
条
例
の
一
番
改
正
忙
つ
い
て

次
の
と
お
皇
扇
町
水
道
事
業
の
設
健
筆
に
蹄
す
る
条
例
の
一
審
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方

自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
聖
者
の
規
定
に
ょ
少
へ
本
議
会
の
議
決
を

求
め
る
｡昭

和
五
十
六
年
十
二
月
十
五
日

三

朝

町

長

　

　

松

　

　

村

　

　

葡

　

　

成

層
和
恵
套
望
月
綾
七
日
席
奪
可
決

三
朝
町
後
金
級
長
名
港
典
由



三

朝

町

条

例

第

　

　

　

　

号

三
朝
町
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
水
道
蓋
の
設
-
に
-
る
条
例
(
-
-
三
年
三
朝
町
条
例
-
早
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(

組

　

練

)

　

　

　

　

/

竺

条

地

芸

営

企

業

法

(

昭

-

十

七

年

-

-

-

十

二

号

.

以

下

｢

法

｣

と

い

う

｡

)

第

七
条
た
だ
し
書
及
び
地
-
営
-
法
-
令
(
輯
和
二
十
七
年
政
令
第
-
三
号
)
雲
集
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
､
水
豊
美
に
管
理
者
を
票
を
い
こ
と
と
し
､
管
撃
者
の
椎
限
誓
町
長
(
以
下
｢

管

選

者

｣

と

1

う

.

)

が

こ

れ

を

行

う

も

の

と

す

る

.

2
法
第
十
四
条
の
規
定
竺
塵
づ
き
､
水
道
事
業
の
事
務
を
処
理
…
る
た
め
､
水
道
警
亨
｡

第
八
条
第
表
中
｢
公
営
企
業
管
理
者
(
以
↑
｢
管
理
者
｣
と
い
う
｡
)
｣
を
｢
管
理
者
｣
に
改
め
る
.

/

附

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
豆
十
七
年
妄
言
か
ら
施
行
す
る
｡


